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　市民税・県民税申告と確定申告の受付を開始します。申告が必要かどうか、次のフローチャートを参考に確認してください。

このフローチャートは一般的な例です。
ご不明な点がある時は税務課へ
お問い合わせください。

所得税および復興特別所得税の還付
　確定申告することで税金が還付される場合があります。
◆	住宅ローンを利用して自宅を新築や購入、増改築した方
◆	令和６年に多額の医療費を支払った方
◆	年の途中で退職し、再就職していないために年末調整を
	 していない方
◆	令和６年に災害や盗難にあった方

申告が必要か確認を�～フローチャートで確認！～
※所得税の確定申告をした方は、市民税・県民税の申告は不要です

1 税の申告が始まります�～申告相談は完全予約制です～
 問合せ 　税務課 （℡23-7615）ID ８７５８０８１４６

事業所得などの所得合計額が所得控除の合計よりも多い

所得税の確定申告が必要
（市民税・県民税申告は不要）

市民税・県民税申告が必要

市民税・県民税申告が必要
（赤字でも申告が必要）

市民税・県民税申告が必要

市民税・県民税
申告が必要

医療費控除など、年末調整で
適用を受けていない控除を受ける

年末調整された給与の他に所得がある

勤務先から給与支払報告書
が市に提出されている

他の所得が20万円を
超える

申告は不要

令和6年中の給与収入が2,000万円を超える

いいえ いいえ

いいえ

いいえ

いいえ
いいえ

いいえ

いいえいいえはい

申告は不要

はい

いいえ はい

扶養親族や医療費、
社会保険料、生命
保険料などの控除の
追加がある

公的年金などの収入
以外にも所得がある

公的年金などの収入
以外の所得が20万円
を超える

はい はい

はいはい

はい

はい

はい

令和6年中の公的年金などの収入が400万円を
超えている
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所得税の確定申告が必要（市民税・県民税申告は不要）

 3. 営業等・不動産・農業などの所得がある方 4. 1～3以外の方 ※このような方も申告が必要です

 1. 給与が主な所得の方 2. 公的年金が主な所得の方

● 令和６年の収入がなかった方や非課税（遺族年金、障害年金など）
 所得のみの方で、他の親族の税法上の扶養になっていない方
● 譲渡所得や一時所得などの合計額が、所得控除の合計額より少ない方

土地などを売ったことによる譲渡所得、満期の生命保険を受け取った
ことによる一時所得などの合計額が、所得控除の合計額より多い方

令和７年１月１日時点で新城市に住んでいない方
→令和７年１月１日時点でお住いの市区町村税務課へご相談ください

２月１７日㈪～３月１７日㈪２月１７日㈪～３月１７日㈪　※土日、祝日除く申告相談の期間申告相談の期間
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 申告相談の日程・会場

新城税務署会場
（所得税の確定申告）

新城市会場
（所得税の確定申告、市民税・県民税申告）

場所 新城税務署別館会議室 市役所東庁舎会議室 ◦市民センターほうらい
◦作手総合支所

日時 ２月１７日㈪～３月１７日㈪
９：００～１６：００

２月１７日㈪～３月１０日㈪
９：００～１５：００

３月１１日㈫～１７日㈪
９：００～１５：００

予約
方法

入場整理券の配付
①ＬＩＮＥで事前発行

②会場前で当日配付
　配付状況により、後日の来場をお願いするこ
とがあります。

インターネットまたは電話による完全予約制
①インターネット（２４時間受付）※当日予約はできません。
　１月２０日㈪から予約開始します。
氏名、電話番号、メールアドレスなど
を入力します。
②電話
　１月２７日㈪から予約開始します。予約終了は３月
１４日㈮です。
℡０５７０－０５５－４４６
受付時間　９：００～１７：００
（土日、祝日除く）

その他

　基本的にご自身でスマホ申告をします。事前
にマイナポータルアプリをインストールしてくだ
さい。

必要なもの
◆スマートフォン
◆源泉徴収票など申告書作成に必要な書類
　（詳しくは6ページ）
◆マイナンバーカード
◆カード発行時に設定した次のパスワード
　利用者証明用電子証明書（数字４桁）
　署名用電子証明書（英数字６～１６文字）
申告に関する相談
℡２２－２１４１（自動音声案内で０）
期間　３月１７日㈪まで

　次の申告相談は新城税務署会場へ
◆住宅借入金等特別控除（初年度）
◆準確定申告（亡くなった方の申告）
◆青色申告
◆山林所得
◆譲渡所得（土地・建物・株式）
◆先物取引に係る雑所得
◆過年分の申告
◆消費税及び地方消費税・贈与税の申告
※	上記以外でも申告内容によって、税務署で相談を
お願いすることがあります。

▲確定申告を動
画で説明します

◀�国税庁LINE公式アカウント�
友達登録

マイナポータルアプリ
のインストール▶

インターネット受付▶

▲チャットボット
で疑問を解決

▲マイナポータ
ルアプリのイン
ストール
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申告に必要なもの

◆扶養控除	
□	扶養控除・配偶者（特別）控除を受ける場合は、そ
の方の所得およびマイナンバーが分かるもの

◆	社会保険料（国民年金など）・生命保険料・地震保
険料	

□	控除証明書
◆医療費控除
　領収書の添付または提示だけでは、医療費控除が
受けられません。

　次の①②の書類の作成・添付が必要です。
①医療費控除の明細書の作成
②保険者が発行する医療費の通知書の添付
※領収書の合計額だけ計算した場合のみでは、相談
受付できません。①を作成してからお越しください。

◆給与所得者、公的年金等受給者
□	源泉徴収票（原本）
◆営業・農業・不動産所得のある方
□	収支内訳書
□	所得確認に必要な帳簿類（収入の分かるもの、
経費の領収書、固定資産税課税明細書など）

※収支計算していない方は、相談受付できません。

□	税務署からの「お知らせハガキ」「お知らせ通知」
または税務署発行の利用者識別番号・暗証番号
（ＩＤ、パスワード）が分かるもの
□	申告書の控えなど申告内容が分かるもの

□		マイナンバーが分かるもの
□		本人確認ができるもの
□		本人名義の預貯金通帳または	 	
キャッシュカード（所得税の還付を受ける方）

申告相談会場へ行く前に確認しましょう。

▲免許証

◀通帳、キャッシュカード

マイナンバー▶

共通して必要なもの

令和６年以前に確定申告された方

所得の確認のために必要なもの

控除を受けるために必要なもの


